
二
九

両
院
協
議
会
一
覧
表

国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

第
二
回

内
閣
総
理
大
臣

の
指
名
両
院
協

議
会

内
閣
総
理
大
臣

の
指
名

参
議
院

両
議
院

議
決
不

一
致

昭
和二三、

二、二一
昭
和二三、

二、二三
昭
和二三、

二、二三
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
七
条

第
二
項
に
よ
り
衆

議
院
の
指
名
が
国

会
の
指
名
と
な
っ

た
。

国
家
行
政
組
織

法
案
、
刑
事
訴

訟
法
を
改
正
す

る
法
律
案
両
院

協
議
会

国
家
行
政
組
織

法
案︵
閣
法
第

六
〇
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二三、
七、
五

二三、
七、
五

二三、
七、
五
可

決

︵
二三、
七、
五︶
可

決

︵
二三、
七、
五︶

衆
議
院
に
お
い
て

は
、
刑
事
訴
訟
法

を
改
正
す
る
法
律

案
の
協
議
委
員
の

選
挙
に
当
た
り
、

国
家
行
政
組
織
法

案
協
議
委
員
と
同

一
の
協
議
委
員
と

し
た
が
、
参
議
院

に
お
い
て
は
協
議

委
員
の
選
挙
を
各

別
に
行
わ
な
い
で

両
案
協
議
委
員
を

選
挙
し
た
。

刑
事
訴
訟
法
を

改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
七

三
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二三、
七、
五

二三、
七、
五
同

同

第
七
回
地
方
税
法
案
両

院
協
議
会

地
方
税
法
案

︵
閣
法
第
一
二

三
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二五、
五、
一
二五、
五、
二
二五、
五、
二
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

第
十
回

地
方
公
共
団
体

の
議
員
及
び
長

の
選
挙
期
日
等

の
臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律
案

両
院
協
議
会

地
方
公
共
団
体

の
議
員
及
び
長

の
選
挙
期
日
等

の
臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
五
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二六、
一、二七
二六、
一、二九
二六、
一、三〇
可

決

︵
二六、
一、三一︶
可

決

︵
二六、
一、三〇︶

日
本
国
有
鉄
道

法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

両
院
協
議
会

日
本
国
有
鉄
道

法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
一

〇
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二六、
三、三一
二六、
三、三一
二六、
三、三一
五、
七

五、二五
可

決

︵
二六、
五、二六︶
可

決

︵
二六、
五、二五︶

衆
議
院
に
お
い
て

は
、
関
税
定
率
法

の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
及
び
食

糧
管
理
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

案
の
協
議
委
員
を

選
挙
す
る
に
当
た

り
、
日
本
国
有
鉄

道
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
協

議
委
員
と
同
一
の

協
議
委
員
と
し
た

が
、
参
議
院
に
お

い
て
は
三
案
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
別

個
の
協
議
委
員
を

選
挙
し
た
。

関
税
定
率
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
両
院

協
議
会

関
税
定
率
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案(

閣

法
第
六
六
号)

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二六、
三、三一
二六、
三、三一
二六、
三、三一
可

決

︵
二六、
三、三一︶
可

決

︵
二六、
三、三一︶

食
糧
管
理
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
両
院

協
議
会

食
糧
管
理
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣

法
第
七
九
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二六、
三、三一
二六、
三、三一
二六、
三、三一

五、
七

五、
八
五、一〇
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

教
育
公
務
員
特

例
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

案
両
院
協
議
会

教
育
公
務
員
特

例
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
二

一
号
︶

参
議
院

衆
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二六、
五、二六

︵
同
日
衆

議
院
応

諾

︶
二六、
五、二六
二六、
五、二六
五、二八

五、三一
可

決

︵
二六、
六、
二︶
可

決

︵
二六、
六、
二︶

一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す

る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法

律
案
両
院
協
議

会

一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す

る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第

四
一
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二七、
五、二七
二七、
五、二八
二七、
五、二九

五、三一
六、
二

六、
四
可

決

︵
二七、
六、
六︶
可

決

︵
二七、
六、
五︶ 九

二
六



二
九

両
院
協
議
会
一
覧
表

国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

第
二
回

内
閣
総
理
大
臣

の
指
名
両
院
協

議
会

内
閣
総
理
大
臣

の
指
名

参
議
院

両
議
院

議
決
不

一
致

昭
和二三、

二、二一
昭
和二三、

二、二三
昭
和二三、

二、二三
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
七
条

第
二
項
に
よ
り
衆

議
院
の
指
名
が
国

会
の
指
名
と
な
っ

た
。

国
家
行
政
組
織

法
案
、
刑
事
訴

訟
法
を
改
正
す

る
法
律
案
両
院

協
議
会

国
家
行
政
組
織

法
案︵
閣
法
第

六
〇
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二三、
七、
五

二三、
七、
五

二三、
七、
五
可

決

︵
二三、
七、
五︶
可

決

︵
二三、
七、
五︶

衆
議
院
に
お
い
て

は
、
刑
事
訴
訟
法

を
改
正
す
る
法
律

案
の
協
議
委
員
の

選
挙
に
当
た
り
、

国
家
行
政
組
織
法

案
協
議
委
員
と
同

一
の
協
議
委
員
と

し
た
が
、
参
議
院

に
お
い
て
は
協
議

委
員
の
選
挙
を
各

別
に
行
わ
な
い
で

両
案
協
議
委
員
を

選
挙
し
た
。

刑
事
訴
訟
法
を

改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
七

三
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二三、
七、
五

二三、
七、
五
同

同

第
七
回
地
方
税
法
案
両

院
協
議
会

地
方
税
法
案

︵
閣
法
第
一
二

三
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二五、
五、
一
二五、
五、
二
二五、
五、
二
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

第
十
回

地
方
公
共
団
体

の
議
員
及
び
長

の
選
挙
期
日
等

の
臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律
案

両
院
協
議
会

地
方
公
共
団
体

の
議
員
及
び
長

の
選
挙
期
日
等

の
臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
五
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二六、
一、二七
二六、
一、二九
二六、
一、三〇
可

決

︵
二六、
一、三一︶
可

決

︵
二六、
一、三〇︶

日
本
国
有
鉄
道

法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

両
院
協
議
会

日
本
国
有
鉄
道

法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
一

〇
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二六、
三、三一
二六、
三、三一
二六、
三、三一
五、
七

五、二五
可

決

︵
二六、
五、二六︶
可

決

︵
二六、
五、二五︶

衆
議
院
に
お
い
て

は
、
関
税
定
率
法

の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
及
び
食

糧
管
理
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

案
の
協
議
委
員
を

選
挙
す
る
に
当
た

り
、
日
本
国
有
鉄

道
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
協

議
委
員
と
同
一
の

協
議
委
員
と
し
た

が
、
参
議
院
に
お

い
て
は
三
案
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
別

個
の
協
議
委
員
を

選
挙
し
た
。

関
税
定
率
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
両
院

協
議
会

関
税
定
率
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案(
閣

法
第
六
六
号)

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二六、
三、三一
二六、
三、三一
二六、
三、三一
可

決

︵
二六、
三、三一︶
可

決

︵
二六、
三、三一︶

食
糧
管
理
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
両
院

協
議
会

食
糧
管
理
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣

法
第
七
九
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二六、
三、三一
二六、
三、三一
二六、
三、三一

五、
七
五、
八
五、一〇
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

教
育
公
務
員
特

例
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

案
両
院
協
議
会

教
育
公
務
員
特

例
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
二

一
号
︶

参
議
院

衆
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二六、
五、二六

︵
同
日
衆

議
院
応

諾

︶
二六、
五、二六
二六、
五、二六

五、二八
五、三一
可

決

︵
二六、
六、
二︶
可

決

︵
二六、
六、
二︶

一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す

る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法

律
案
両
院
協
議

会

一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す

る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第

四
一
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二七、
五、二七
二七、
五、二八
二七、
五、二九

五、三一
六、
二
六、
四
可

決

︵
二七、
六、
六︶
可

決

︵
二七、
六、
五︶

二
九　

両
院
協
議
会
一
覧
表

九
二
七



国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

日
本
電
信
電
話

公
社
法
案
両
院

協
議
会

日
本
電
信
電
話

公
社
法
案︵
閣

法
第
二
一
二

号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二七、
七、二八
二七、
七、二九
二七、
七、二九
可

決

︵
二七、
七、三一︶
可

決

︵
二七、
七、三一︶

労
働
関
係
調
整

法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

案
外
一
件
両
院

協
議
会

労
働
関
係
調
整

法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
二

二
〇
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二七、
七、二八
二七、
七、二九
二七、
七、二九
七、三〇

可

決

︵
二七、
七、三一︶
可

決

︵
二七、
七、三一︶
両
議
院
と
も
協
議

委
員
の
選
挙
を
各

別
に
行
わ
な
い
で

両
案
協
議
委
員
を

選
挙
し
た
。

地
方
公
営
企
業

労
働
関
係
法
案

︵
閣
法
第
二
二

二
号
︶

同

同

通
商
産
業
省
設

置
法
案
外
四
件

両
院
協
議
会

通
商
産
業
省
設

置
法
案︵
閣
法

第
二
〇
六
号
︶

二七、
七、二九
二七、
七、二九

可

決

︵
二七、
七、三一︶
可

決

︵
二七、
七、三一︶

通
商
産
業
省
設

置
法
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
令

の
整
理
に
関
す

る
法
律
案︵
閣

法
第
二
〇
八

号
︶

同

同

農
林
省
設
置
法

等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
三

八
号
︶

同

同

第
十三
回

大
蔵
省
設
置
法

の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
二

九
号
︶

同

同

衆
議
院
に
お
い
て

は
、
通
商
産
業
省

設
置
法
案
外
九
案

協
議
委
員
を
選
挙

し
た
が
、
参
議
院

に
お
い
て
は
通
商

産
業
省
設
置
法
案

外
四
案
協
議
委
員

及
び
保
安
庁
法
案

外
四
案
協
議
委
員

を
選
挙
し
た
。

大
蔵
省
設
置
法

の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
等
の

施
行
に
伴
う
関

係
法
令
の
整
理

に
関
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
二

三
〇
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二七、
七、二九

同

同

保
安
庁
法
案
外

四
件
両
院
協
議

会

保
安
庁
法
案

︵
閣
法
第
二
〇

二
号
︶

二七、
七、二九
二七、
七、二九

可

決

︵
二七、
七、三一︶
可

決

︵
二七、
七、三一︶

海
上
公
安
局
法

案︵
閣
法
第
二

三
七
号
︶

同

同

運
輸
省
設
置
法

の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
三

三
号
︶

同

同

国
家
行
政
組
織

法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
〇

〇
号
︶

同

同

行
政
機
関
職
員

定
員
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第

二
〇
一
号
︶

同

同

九
二
八



国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

日
本
電
信
電
話

公
社
法
案
両
院

協
議
会

日
本
電
信
電
話

公
社
法
案︵
閣

法
第
二
一
二

号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二七、
七、二八
二七、
七、二九
二七、
七、二九
可

決

︵
二七、
七、三一︶
可

決

︵
二七、
七、三一︶

労
働
関
係
調
整

法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

案
外
一
件
両
院

協
議
会

労
働
関
係
調
整

法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
二

二
〇
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二七、
七、二八
二七、
七、二九
二七、
七、二九
七、三〇

可

決

︵
二七、
七、三一︶
可

決

︵
二七、
七、三一︶
両
議
院
と
も
協
議

委
員
の
選
挙
を
各

別
に
行
わ
な
い
で

両
案
協
議
委
員
を

選
挙
し
た
。

地
方
公
営
企
業

労
働
関
係
法
案

︵
閣
法
第
二
二

二
号
︶

同

同

通
商
産
業
省
設

置
法
案
外
四
件

両
院
協
議
会

通
商
産
業
省
設

置
法
案︵
閣
法

第
二
〇
六
号
︶

二七、
七、二九
二七、
七、二九

可

決

︵
二七、
七、三一︶
可

決

︵
二七、
七、三一︶

通
商
産
業
省
設

置
法
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
令

の
整
理
に
関
す

る
法
律
案︵
閣

法
第
二
〇
八

号
︶

同

同

農
林
省
設
置
法

等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
三

八
号
︶

同

同

第
十三
回

大
蔵
省
設
置
法

の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
二

九
号
︶

同

同

衆
議
院
に
お
い
て

は
、
通
商
産
業
省

設
置
法
案
外
九
案

協
議
委
員
を
選
挙

し
た
が
、
参
議
院

に
お
い
て
は
通
商

産
業
省
設
置
法
案

外
四
案
協
議
委
員

及
び
保
安
庁
法
案

外
四
案
協
議
委
員

を
選
挙
し
た
。

大
蔵
省
設
置
法

の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
等
の

施
行
に
伴
う
関

係
法
令
の
整
理

に
関
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
二

三
〇
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二七、
七、二九

同

同

保
安
庁
法
案
外

四
件
両
院
協
議

会

保
安
庁
法
案

︵
閣
法
第
二
〇

二
号
︶

二七、
七、二九
二七、
七、二九

可

決

︵
二七、
七、三一︶
可

決

︵
二七、
七、三一︶

海
上
公
安
局
法

案︵
閣
法
第
二

三
七
号
︶

同

同

運
輸
省
設
置
法

の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
三

三
号
︶

同

同

国
家
行
政
組
織

法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
〇

〇
号
︶

同

同

行
政
機
関
職
員

定
員
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第

二
〇
一
号
︶

同

同

二
九　

両
院
協
議
会
一
覧
表

九
二
九



国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

国
家
公
務
員
法

の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
外

一
件
両
院
協
議

会

国
家
公
務
員
法

の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
九

九
号
︶

衆
議
院

憲
法
第

五
十
九

条
第
四

項
に
よ

り
参
議

院
に
お

い
て
否

決
し
た

も
の
と

み
な
す

二七、
七、三〇
二七、
七、三一
二七、
七、三一

協
議
会
に
お
い
て
協
議

未
了
と
な
っ
た

両
議
院
と
も
協
議

委
員
の
選
挙
を
各

別
に
行
わ
な
い
で

両
案
協
議
委
員
を

選
挙
し
た
。

保
安
庁
職
員
給

与
法
案︵
閣
法

第
二
二
八
号
︶

可

決

︵
二七、
七、三一︶
可

決

︵
二七、
七、三一︶

第
十五
回

︵
特

別
︶

町
村
の
警
察
維

持
に
関
す
る
責

任
転
移
の
時
期

の
特
例
に
関
す

る
法
律
案
両
院

協
議
会

町
村
の
警
察
維

持
に
関
す
る
責

任
転
移
の
時
期

の
特
例
に
関
す

る
法
律
案︵
衆

第
七
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二七、一二、二三
二七、一二、二三
二七、一二、二四
可

決

︵
二七、一二、二四︶
可

決

︵
二七、一二、二四︶

第
十六
回

︵
特

別
︶

農
業
災
害
補
償

法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

両
院
協
議
会

農
業
災
害
補
償

法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
九
号
︶
衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二八、
七、二一
二八、
七、二二
二八、
七、二三
七、二四
可

決

︵
二八、
七、二七︶
可

決

︵
二八、
七、二五︶

公
職
選
挙
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
両
院

協
議
会

公
職
選
挙
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
衆

第
四
七
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二八、
七、三〇
二八、
七、三〇
二八、
七、三一

八、
一

八、
四
可

決

︵
二八、
八、
六︶
可

決

︵
二八、
八、
四︶

第
百
十五回

︵
臨

時
︶
内
閣
総
理
大
臣

の
指
名
両
院
協

議
会

内
閣
総
理
大
臣

の
指
名

参
議
院

両
議
院

議
決
不

一
致

平
成元

、
八、
九

平
成元

、
八、
九

平
成元

、
八、
九
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
七
条

第
二
項
に
よ
り
衆

議
院
の
指
名
が
国

会
の
指
名
と
な
っ

た
。

第
百
十八回

︵
特

別
︶

平
成
元
年
度
一

般
会
計
補
正
予

算︵
第
２
号
︶外

二
件
両
院
協
議

会

平
成
元
年
度
一

般
会
計
補
正
予

算︵
第
２
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二、
三、二六

二、
三、二六

二、
三、二六
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
元
年
度
特

別
会
計
補
正
予

算︵
特
第
２
号
︶

平
成
元
年
度
政

府
関
係
機
関
補

正
予
算︵
機
第

２
号
︶

平
成
二
年
度
一

般
会
計
暫
定
予

算
外
二
件
両
院

協
議
会

平
成
二
年
度
一

般
会
計
暫
定
予

算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二、
四、
四

二、
四、
四

二、
四、
四
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
年
度
特

別
会
計
暫
定
予

算平
成
二
年
度
政

府
関
係
機
関
暫

定
予
算

平
成
二
年
度
一

般
会
計
暫
定
補

正
予
算︵
第
１

号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二、
五、一八

二、
五、一八

二、
五、一八
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
年
度
一

般
会
計
暫
定
補

正
予
算︵
第
１

号
︶外
二
件
両

院
協
議
会

平
成
二
年
度
特

別
会
計
暫
定
補

正
予
算︵
特
第

１
号
︶

平
成
二
年
度
政

府
関
係
機
関
暫

定
補
正
予
算

︵
機
第
１
号
︶

九
三
〇



国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

国
家
公
務
員
法

の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
外

一
件
両
院
協
議

会

国
家
公
務
員
法

の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
九

九
号
︶

衆
議
院

憲
法
第

五
十
九

条
第
四

項
に
よ

り
参
議

院
に
お

い
て
否

決
し
た

も
の
と

み
な
す

二七、
七、三〇
二七、
七、三一
二七、
七、三一

協
議
会
に
お
い
て
協
議

未
了
と
な
っ
た

両
議
院
と
も
協
議

委
員
の
選
挙
を
各

別
に
行
わ
な
い
で

両
案
協
議
委
員
を

選
挙
し
た
。

保
安
庁
職
員
給

与
法
案︵
閣
法

第
二
二
八
号
︶

可

決

︵
二七、
七、三一︶
可

決

︵
二七、
七、三一︶

第
十五
回

︵
特

別
︶

町
村
の
警
察
維

持
に
関
す
る
責

任
転
移
の
時
期

の
特
例
に
関
す

る
法
律
案
両
院

協
議
会

町
村
の
警
察
維

持
に
関
す
る
責

任
転
移
の
時
期

の
特
例
に
関
す

る
法
律
案︵
衆

第
七
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二七、一二、二三
二七、一二、二三
二七、一二、二四
可

決

︵
二七、一二、二四︶
可

決

︵
二七、一二、二四︶

第
十六
回

︵
特

別
︶

農
業
災
害
補
償

法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

両
院
協
議
会

農
業
災
害
補
償

法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
九
号
︶
衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二八、
七、二一
二八、
七、二二
二八、
七、二三
七、二四
可

決

︵
二八、
七、二七︶
可

決

︵
二八、
七、二五︶

公
職
選
挙
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
両
院

協
議
会

公
職
選
挙
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
衆

第
四
七
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二八、
七、三〇
二八、
七、三〇
二八、
七、三一
八、
一
八、
四
可

決

︵
二八、
八、
六︶
可

決

︵
二八、
八、
四︶

第
百
十五回

︵
臨

時
︶
内
閣
総
理
大
臣

の
指
名
両
院
協

議
会

内
閣
総
理
大
臣

の
指
名

参
議
院

両
議
院

議
決
不

一
致

平
成元

、
八、
九

平
成元

、
八、
九

平
成元

、
八、
九
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
七
条

第
二
項
に
よ
り
衆

議
院
の
指
名
が
国

会
の
指
名
と
な
っ

た
。

第
百
十八回

︵
特

別
︶

平
成
元
年
度
一

般
会
計
補
正
予

算︵
第
２
号
︶外

二
件
両
院
協
議

会

平
成
元
年
度
一

般
会
計
補
正
予

算︵
第
２
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二、
三、二六

二、
三、二六

二、
三、二六
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
元
年
度
特

別
会
計
補
正
予

算︵
特
第
２
号
︶

平
成
元
年
度
政

府
関
係
機
関
補

正
予
算︵
機
第

２
号
︶

平
成
二
年
度
一

般
会
計
暫
定
予

算
外
二
件
両
院

協
議
会

平
成
二
年
度
一

般
会
計
暫
定
予

算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二、
四、
四

二、
四、
四

二、
四、
四
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
年
度
特

別
会
計
暫
定
予

算平
成
二
年
度
政

府
関
係
機
関
暫

定
予
算

平
成
二
年
度
一

般
会
計
暫
定
補

正
予
算︵
第
１

号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二、
五、一八

二、
五、一八

二、
五、一八
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
年
度
一

般
会
計
暫
定
補

正
予
算︵
第
１

号
︶外
二
件
両

院
協
議
会

平
成
二
年
度
特

別
会
計
暫
定
補

正
予
算︵
特
第

１
号
︶

平
成
二
年
度
政

府
関
係
機
関
暫

定
補
正
予
算

︵
機
第
１
号
︶

二
九　

両
院
協
議
会
一
覧
表

九
三
一



国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

平
成
二
年
度
一

般
会
計
予
算
外

二
件
両
院
協
議

会

平
成
二
年
度
一

般
会
計
予
算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二、
六、
七

二、
六、
七

二、
六、
七
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
年
度
特

別
会
計
予
算

平
成
二
年
度
政

府
関
係
機
関
予

算

第
百
二十回

平
成
二
年
度
一

般
会
計
補
正
予

算︵
第
１
号
︶外

二
件
両
院
協
議

会

平
成
二
年
度
一

般
会
計
補
正
予

算︵
第
１
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二、一二、一七

二、一二、一七

二、一二、一七
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
年
度
特

別
会
計
補
正
予

算︵
特
第
１
号
︶

平
成
二
年
度
政

府
関
係
機
関
補

正
予
算︵
機
第

１
号
︶

平
成
三
年
度
一

般
会
計
予
算
外

二
件
両
院
協
議

会

平
成
三
年
度
一

般
会
計
予
算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

三、
四、一一

三、
四、一一

三、
四、一一
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
三
年
度
特

別
会
計
予
算

平
成
三
年
度
政

府
関
係
機
関
予

算

第
百
二十三回
平
成
四
年
度
一

般
会
計
予
算
外

平
成
四
年
度
一

般
会
計
予
算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

四、
四、
九

四、
四、
九

四、
四、
九
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

平
成
四
年
度
特

別
会
計
予
算

二
件
両
院
協
議

会

平
成
四
年
度
政

府
関
係
機
関
予

算

案
を
否

決

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
五
年
度
一

般
会
計
予
算
外

二
件
両
院
協
議

会

平
成
五
年
度
一

般
会
計
予
算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

五、
三、三一

五、
三、三一

五、
三、三一
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
五
年
度
特

別
会
計
予
算

平
成
五
年
度
政

府
関
係
機
関
予

算

第
百
二十六回

平
成
五
年
度
一

般
会
計
補
正
予

算︵
第
１
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

五、
六、
八

五、
六、
八

五、
六、
八
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
五
年
度
一

般
会
計
補
正
予

算︵
第
１
号
︶外

二
件
両
院
協
議

会

平
成
五
年
度
特

別
会
計
補
正
予

算︵
特
第
１
号
︶

平
成
五
年
度
政

府
関
係
機
関
補

正
予
算︵
機
第

１
号
︶

第
百
二十八回

︵
臨

時
︶
公
職
選
挙
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
外
三

件
両
院
協
議
会

公
職
選
挙
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣

法
第
一
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

六、
一、二六

六、
一、二六

六、
一、二六

一、二七
一、二九

可

決

︵
六、
一、二九︶
可

決

︵
六、
一、二九︶

衆
議
院
議
員
選

挙
区
画
定
審
議

会
設
置
法
案

︵
閣
法
第
二
号
︶

同

同

政
治
資
金
規
正

法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
三
号
︶

同

同

九
三
二



国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

平
成
二
年
度
一

般
会
計
予
算
外

二
件
両
院
協
議

会

平
成
二
年
度
一

般
会
計
予
算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二、
六、
七

二、
六、
七

二、
六、
七
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
年
度
特

別
会
計
予
算

平
成
二
年
度
政

府
関
係
機
関
予

算

第
百
二十回

平
成
二
年
度
一

般
会
計
補
正
予

算︵
第
１
号
︶外

二
件
両
院
協
議

会

平
成
二
年
度
一

般
会
計
補
正
予

算︵
第
１
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二、一二、一七

二、一二、一七

二、一二、一七
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
年
度
特

別
会
計
補
正
予

算︵
特
第
１
号
︶

平
成
二
年
度
政

府
関
係
機
関
補

正
予
算︵
機
第

１
号
︶

平
成
三
年
度
一

般
会
計
予
算
外

二
件
両
院
協
議

会

平
成
三
年
度
一

般
会
計
予
算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

三、
四、一一

三、
四、一一

三、
四、一一
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
三
年
度
特

別
会
計
予
算

平
成
三
年
度
政

府
関
係
機
関
予

算

第
百
二十三回
平
成
四
年
度
一

般
会
計
予
算
外

平
成
四
年
度
一

般
会
計
予
算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

四、
四、
九

四、
四、
九

四、
四、
九
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

平
成
四
年
度
特

別
会
計
予
算

二
件
両
院
協
議

会

平
成
四
年
度
政

府
関
係
機
関
予

算

案
を
否

決

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
五
年
度
一

般
会
計
予
算
外

二
件
両
院
協
議

会

平
成
五
年
度
一

般
会
計
予
算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

五、
三、三一

五、
三、三一

五、
三、三一
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
五
年
度
特

別
会
計
予
算

平
成
五
年
度
政

府
関
係
機
関
予

算

第
百
二十六回

平
成
五
年
度
一

般
会
計
補
正
予

算︵
第
１
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

五、
六、
八

五、
六、
八

五、
六、
八
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
五
年
度
一

般
会
計
補
正
予

算︵
第
１
号
︶外

二
件
両
院
協
議

会

平
成
五
年
度
特

別
会
計
補
正
予

算︵
特
第
１
号
︶

平
成
五
年
度
政

府
関
係
機
関
補

正
予
算︵
機
第

１
号
︶

第
百
二十八回

︵
臨

時
︶
公
職
選
挙
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
外
三

件
両
院
協
議
会

公
職
選
挙
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣

法
第
一
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

六、
一、二六

六、
一、二六

六、
一、二六
一、二七
一、二九

可

決

︵
六、
一、二九︶
可

決

︵
六、
一、二九︶

衆
議
院
議
員
選

挙
区
画
定
審
議

会
設
置
法
案

︵
閣
法
第
二
号
︶

同

同

政
治
資
金
規
正

法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
三
号
︶

同

同

二
九　

両
院
協
議
会
一
覧
表

九
三
三



国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

政
党
助
成
法
案

︵
閣
法
第
四
号
︶

同

同

第
百
四十三回

︵
臨

時
︶
内
閣
総
理
大
臣

の
指
名
両
院
協

議
会

内
閣
総
理
大
臣

の
指
名

参
議
院

両
議
院

議
決
不

一
致

一〇、
七、三〇
一〇、
七、三〇
一〇、
七、三〇
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
七
条

第
二
項
に
よ
り
衆

議
院
の
指
名
が
国

会
の
指
名
と
な
っ

た
。

第
百
四十五回
平
成
十
一
年
度

一
般
会
計
予
算

外
二
件
両
院
協

議
会

平
成
十
一
年
度

一
般
会
計
予
算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

一一、
三、一七
一一、
三、一七
一一、
三、一七
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
十
一
年
度

特
別
会
計
予
算

平
成
十
一
年
度

政
府
関
係
機
関

予
算

第
百
六十八回

︵
臨

時
︶
内
閣
総
理
大
臣

の
指
名
両
院
協

議
会

内
閣
総
理
大
臣

の
指
名

参
議
院

両
議
院

議
決
不

一
致

一九、
九、二五
一九、
九、二五
一九、
九、二五
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
七
条

第
二
項
に
よ
り
衆

議
院
の
指
名
が
国

会
の
指
名
と
な
っ

た
。

平
成
十
九
年
度

一
般
会
計
補
正

予
算︵
第
１
号
︶

外
二
件
両
院
協

議
会

平
成
十
九
年
度

一
般
会
計
補
正

予
算︵
第
１
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二〇、
二、
六
二〇、
二、
六
二〇、
二、
六
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
十
九
年
度

特
別
会
計
補
正

予
算︵
特
第
１

号
︶

平
成
十
九
年
度

政
府
関
係
機
関

補
正
予
算︵
機

第
１
号
︶

平
成
二
十
年
度

一
般
会
計
予
算

外
二
件
両
院
協

議
会

平
成
二
十
年
度

一
般
会
計
予
算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二〇、
三、二八
二〇、
三、二八
二〇、
三、二八
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
年
度

特
別
会
計
予
算

第
百
六十九回

平
成
二
十
年
度

政
府
関
係
機
関

予
算

日
本
国
と
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
と

の
間
の
相
互
協

力
及
び
安
全
保

障
条
約
第
六
条

に
基
づ
く
施
設

及
び
区
域
並
び

に
日
本
国
に
お

け
る
合
衆
国
軍

隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
第
二

十
四
条
に
つ
い

て
の
新
た
な
特

別
の
措
置
に
関

す
る
日
本
国
と

ア
メ
リ
カ
合
衆

国
と
の
間
の
協

定
の
締
結
に
つ

い
て
承
認
を
求

め
る
の
件
両
院

協
議
会

日
本
国
と
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
と

の
間
の
相
互
協

力
及
び
安
全
保

障
条
約
第
六
条

に
基
づ
く
施
設

及
び
区
域
並
び

に
日
本
国
に
お

け
る
合
衆
国
軍

隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
第
二

十
四
条
に
つ
い

て
の
新
た
な
特

別
の
措
置
に
関

す
る
日
本
国
と

ア
メ
リ
カ
合
衆

国
と
の
間
の
協

定
の
締
結
に
つ

い
て
承
認
を
求

め
る
の
件︵
閣

条
第
一
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
不

承
認

二〇、
四、二五
二〇、
四、二五
二〇、
四、二五
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
一
条

に
よ
り
衆
議
院
の

議
決
が
国
会
の
議

決
と
な
っ
た
。

第
百
七十回

︵
臨

時
︶
内
閣
総
理
大
臣

の
指
名
両
院
協

議
会

内
閣
総
理
大
臣

の
指
名

参
議
院

両
議
院

議
決
不

一
致

二〇、
九、二四
二〇、
九、二四
二〇、
九、二四
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
七
条

第
二
項
に
よ
り
衆

議
院
の
指
名
が
国

会
の
指
名
と
な
っ

た
。

九
三
四



国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

政
党
助
成
法
案

︵
閣
法
第
四
号
︶

同

同

第
百
四十三回

︵
臨

時
︶
内
閣
総
理
大
臣

の
指
名
両
院
協

議
会

内
閣
総
理
大
臣

の
指
名

参
議
院

両
議
院

議
決
不

一
致

一〇、
七、三〇
一〇、
七、三〇
一〇、
七、三〇
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
七
条

第
二
項
に
よ
り
衆

議
院
の
指
名
が
国

会
の
指
名
と
な
っ

た
。

第
百
四十五回
平
成
十
一
年
度

一
般
会
計
予
算

外
二
件
両
院
協

議
会

平
成
十
一
年
度

一
般
会
計
予
算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

一一、
三、一七
一一、
三、一七
一一、
三、一七
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
十
一
年
度

特
別
会
計
予
算

平
成
十
一
年
度

政
府
関
係
機
関

予
算

第
百
六十八回

︵
臨

時
︶
内
閣
総
理
大
臣

の
指
名
両
院
協

議
会

内
閣
総
理
大
臣

の
指
名

参
議
院

両
議
院

議
決
不

一
致

一九、
九、二五
一九、
九、二五
一九、
九、二五
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
七
条

第
二
項
に
よ
り
衆

議
院
の
指
名
が
国

会
の
指
名
と
な
っ

た
。

平
成
十
九
年
度

一
般
会
計
補
正

予
算︵
第
１
号
︶

外
二
件
両
院
協

議
会

平
成
十
九
年
度

一
般
会
計
補
正

予
算︵
第
１
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二〇、
二、
六
二〇、
二、
六
二〇、
二、
六
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
十
九
年
度

特
別
会
計
補
正

予
算︵
特
第
１

号
︶

平
成
十
九
年
度

政
府
関
係
機
関

補
正
予
算︵
機

第
１
号
︶

平
成
二
十
年
度

一
般
会
計
予
算

外
二
件
両
院
協

議
会

平
成
二
十
年
度

一
般
会
計
予
算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二〇、
三、二八
二〇、
三、二八
二〇、
三、二八
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
年
度

特
別
会
計
予
算

第
百
六十九回

平
成
二
十
年
度

政
府
関
係
機
関

予
算

日
本
国
と
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
と

の
間
の
相
互
協

力
及
び
安
全
保

障
条
約
第
六
条

に
基
づ
く
施
設

及
び
区
域
並
び

に
日
本
国
に
お

け
る
合
衆
国
軍

隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
第
二

十
四
条
に
つ
い

て
の
新
た
な
特

別
の
措
置
に
関

す
る
日
本
国
と

ア
メ
リ
カ
合
衆

国
と
の
間
の
協

定
の
締
結
に
つ

い
て
承
認
を
求

め
る
の
件
両
院

協
議
会

日
本
国
と
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
と

の
間
の
相
互
協

力
及
び
安
全
保

障
条
約
第
六
条

に
基
づ
く
施
設

及
び
区
域
並
び

に
日
本
国
に
お

け
る
合
衆
国
軍

隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
第
二

十
四
条
に
つ
い

て
の
新
た
な
特

別
の
措
置
に
関

す
る
日
本
国
と

ア
メ
リ
カ
合
衆

国
と
の
間
の
協

定
の
締
結
に
つ

い
て
承
認
を
求

め
る
の
件︵
閣

条
第
一
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
不

承
認

二〇、
四、二五
二〇、
四、二五
二〇、
四、二五
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
一
条

に
よ
り
衆
議
院
の

議
決
が
国
会
の
議

決
と
な
っ
た
。

第
百
七十回

︵
臨

時
︶
内
閣
総
理
大
臣

の
指
名
両
院
協

議
会

内
閣
総
理
大
臣

の
指
名

参
議
院

両
議
院

議
決
不

一
致

二〇、
九、二四
二〇、
九、二四
二〇、
九、二四
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
七
条

第
二
項
に
よ
り
衆

議
院
の
指
名
が
国

会
の
指
名
と
な
っ

た
。

二
九　

両
院
協
議
会
一
覧
表

九
三
五



国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

第
百
七十一回

平
成
二
十
年
度

一
般
会
計
補
正

予
算︵
第
２
号
︶

外
一
件
両
院
協

議
会

平
成
二
十
年
度

一
般
会
計
補
正

予
算︵
第
２
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二一、
一、二六
二一、
一、二六
二一、
一、二六
一、二七
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

衆
議
院
に
お
い
て

は
、
一
般
会
計
補

正
予
算︵
第
２
号
︶

外
二
件
協
議
委
員

を
選
挙
し
た
が
、

参
議
院
に
お
い
て

は
、
一
般
会
計
補

正
予
算︵
第
２
号
︶

外
一
件
協
議
委
員

及
び
政
府
関
係
機

関
補
正
予
算︵
機

第
２
号
︶協
議
委

員
を
選
挙
し
た
。

両
院
協
議
会
は
い

ず
れ
も
成
案
を
得

ら
れ
ず
、
憲
法
第

六
十
条
第
二
項
に

よ
り
衆
議
院
の
議

決
が
国
会
の
議
決

と
な
っ
た
。

平
成
二
十
年
度

特
別
会
計
補
正

予
算︵
特
第
２

号
︶

平
成
二
十
年
度

政
府
関
係
機
関

補
正
予
算︵
機

第
２
号
︶両
院

協
議
会

平
成
二
十
年
度

政
府
関
係
機
関

補
正
予
算︵
機

第
２
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二一、
一、二六
二一、
一、二六
二一、
一、二七
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

平
成
二
十
一
年

度
一
般
会
計
予

算
外
二
件
両
院

協
議
会

平
成
二
十
一
年

度
一
般
会
計
予

算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二一、
三、二七
二一、
三、二七
二一、
三、二七
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
一
年

度
特
別
会
計
予

算平
成
二
十
一
年

度
政
府
関
係
機

関
予
算

第
三
海
兵
機
動

展
開
部
隊
の
要

員
及
び
そ
の
家

族
の
沖
縄
か
ら

グ
ア
ム
へ
の
移

転
の
実
施
に
関

す
る
日
本
国
政

府
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
政
府
と

の
間
の
協
定
の

締
結
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る

の
件
両
院
協
議

会

第
三
海
兵
機
動

展
開
部
隊
の
要

員
及
び
そ
の
家

族
の
沖
縄
か
ら

グ
ア
ム
へ
の
移

転
の
実
施
に
関

す
る
日
本
国
政

府
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
政
府
と

の
間
の
協
定
の

締
結
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る

の
件︵
閣
条
第

一
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
不

承
認

二一、
五、一三
二一、
五、一三
二一、
五、一三
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
一
条

に
よ
り
衆
議
院
の

議
決
が
国
会
の
議

決
と
な
っ
た
。

平
成
二
十
一
年

度
一
般
会
計
補

正
予
算︵
第
１

号
︶外
二
件
両

院
協
議
会

平
成
二
十
一
年

度
一
般
会
計
補

正
予
算︵
第
１

号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二一、
五、二九
二一、
五、二九
二一、
五、二九
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
一
年

度
特
別
会
計
補

正
予
算︵
特
第

１
号
︶

平
成
二
十
一
年

度
政
府
関
係
機

関
補
正
予
算

︵
機
第
１
号
︶

九
三
六



国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

第
百
七十一回

平
成
二
十
年
度

一
般
会
計
補
正

予
算︵
第
２
号
︶

外
一
件
両
院
協

議
会

平
成
二
十
年
度

一
般
会
計
補
正

予
算︵
第
２
号
︶

衆
議
院

参
議
院

回
付
案

に
不
同

意

二一、
一、二六
二一、
一、二六
二一、
一、二六
一、二七
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

衆
議
院
に
お
い
て

は
、
一
般
会
計
補

正
予
算︵
第
２
号
︶

外
二
件
協
議
委
員

を
選
挙
し
た
が
、

参
議
院
に
お
い
て

は
、
一
般
会
計
補

正
予
算︵
第
２
号
︶

外
一
件
協
議
委
員

及
び
政
府
関
係
機

関
補
正
予
算︵
機

第
２
号
︶協
議
委

員
を
選
挙
し
た
。

両
院
協
議
会
は
い

ず
れ
も
成
案
を
得

ら
れ
ず
、
憲
法
第

六
十
条
第
二
項
に

よ
り
衆
議
院
の
議

決
が
国
会
の
議
決

と
な
っ
た
。

平
成
二
十
年
度

特
別
会
計
補
正

予
算︵
特
第
２

号
︶

平
成
二
十
年
度

政
府
関
係
機
関

補
正
予
算︵
機

第
２
号
︶両
院

協
議
会

平
成
二
十
年
度

政
府
関
係
機
関

補
正
予
算︵
機

第
２
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二一、
一、二六
二一、
一、二六
二一、
一、二七
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

平
成
二
十
一
年

度
一
般
会
計
予

算
外
二
件
両
院

協
議
会

平
成
二
十
一
年

度
一
般
会
計
予

算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二一、
三、二七
二一、
三、二七
二一、
三、二七
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
一
年

度
特
別
会
計
予

算平
成
二
十
一
年

度
政
府
関
係
機

関
予
算

第
三
海
兵
機
動

展
開
部
隊
の
要

員
及
び
そ
の
家

族
の
沖
縄
か
ら

グ
ア
ム
へ
の
移

転
の
実
施
に
関

す
る
日
本
国
政

府
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
政
府
と

の
間
の
協
定
の

締
結
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る

の
件
両
院
協
議

会

第
三
海
兵
機
動

展
開
部
隊
の
要

員
及
び
そ
の
家

族
の
沖
縄
か
ら

グ
ア
ム
へ
の
移

転
の
実
施
に
関

す
る
日
本
国
政

府
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
政
府
と

の
間
の
協
定
の

締
結
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る

の
件︵
閣
条
第

一
号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
不

承
認

二一、
五、一三
二一、
五、一三
二一、
五、一三
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
一
条

に
よ
り
衆
議
院
の

議
決
が
国
会
の
議

決
と
な
っ
た
。

平
成
二
十
一
年

度
一
般
会
計
補

正
予
算︵
第
１

号
︶外
二
件
両

院
協
議
会

平
成
二
十
一
年

度
一
般
会
計
補

正
予
算︵
第
１

号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二一、
五、二九
二一、
五、二九
二一、
五、二九
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
一
年

度
特
別
会
計
補

正
予
算︵
特
第

１
号
︶

平
成
二
十
一
年

度
政
府
関
係
機

関
補
正
予
算

︵
機
第
１
号
︶

二
九　

両
院
協
議
会
一
覧
表

九
三
七



国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

第
百
七十六回

︵
臨

時
︶

平
成
二
十
二
年

度
一
般
会
計
補

正
予
算︵
第
１

号
︶外
二
件
両

院
協
議
会

平
成
二
十
二
年

度
一
般
会
計
補

正
予
算︵
第
１

号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二二、一一、二六
二二、一一、二六
二二、一一、二六
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
二
年

度
特
別
会
計
補

正
予
算︵
特
第

１
号
︶

平
成
二
十
二
年

度
政
府
関
係
機

関
補
正
予
算

︵
機
第
１
号
︶

第
百
七十七回
平
成
二
十
三
年

度
一
般
会
計
予

算
外
二
件
両
院

協
議
会

平
成
二
十
三
年

度
一
般
会
計
予

算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二三、
三、二九
二三、
三、二九
二三、
三、二九
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
三
年

度
特
別
会
計
予

算平
成
二
十
三
年

度
政
府
関
係
機

関
予
算

第
百
八十回
平
成
二
十
四
年

度
一
般
会
計
予

算
外
二
件
両
院

協
議
会

平
成
二
十
四
年

度
一
般
会
計
予

算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二四、
四、
五
二四、
四、
五
二四、
四、
五
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
四
年

度
特
別
会
計
予

算平
成
二
十
四
年

度
政
府
関
係
機

関
予
算

第
百
八十三回
平
成
二
十
五
年

度
一
般
会
計
予

算
外
二
件
両
院

協
議
会

平
成
二
十
五
年

度
一
般
会
計
予

算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二五、
五、一五
二五、
五、一五
二五、
五、一五
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
五
年

度
特
別
会
計
予

算平
成
二
十
五
年

度
政
府
関
係
機

関
予
算

九
三
八



国

会

回

次

名

称

案

件

請

求

議

院

請
求
の

理

由

請
求
日

本
院
協
議

委
員
選
挙

日

両
院
協
議

会
開
会
日

成

案

の

議

決

備

考

参

議

院
衆

議

院

第
百
七十六回

︵
臨

時
︶

平
成
二
十
二
年

度
一
般
会
計
補

正
予
算︵
第
１

号
︶外
二
件
両

院
協
議
会

平
成
二
十
二
年

度
一
般
会
計
補

正
予
算︵
第
１

号
︶

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二二、一一、二六
二二、一一、二六
二二、一一、二六
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
二
年

度
特
別
会
計
補

正
予
算︵
特
第

１
号
︶

平
成
二
十
二
年

度
政
府
関
係
機

関
補
正
予
算

︵
機
第
１
号
︶

第
百
七十七回
平
成
二
十
三
年

度
一
般
会
計
予

算
外
二
件
両
院

協
議
会

平
成
二
十
三
年

度
一
般
会
計
予

算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二三、
三、二九
二三、
三、二九
二三、
三、二九
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
三
年

度
特
別
会
計
予

算平
成
二
十
三
年

度
政
府
関
係
機

関
予
算

第
百
八十回
平
成
二
十
四
年

度
一
般
会
計
予

算
外
二
件
両
院

協
議
会

平
成
二
十
四
年

度
一
般
会
計
予

算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二四、
四、
五
二四、
四、
五
二四、
四、
五
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
四
年

度
特
別
会
計
予

算平
成
二
十
四
年

度
政
府
関
係
機

関
予
算

第
百
八十三回
平
成
二
十
五
年

度
一
般
会
計
予

算
外
二
件
両
院

協
議
会

平
成
二
十
五
年

度
一
般
会
計
予

算

衆
議
院

参
議
院

が
衆
議

院
送
付

案
を
否

決

二五、
五、一五
二五、
五、一五
二五、
五、一五
協
議
会
に
お
い
て
成
案

を
得
な
か
っ
た

憲
法
第
六
十
条
第

二
項
に
よ
り
衆
議

院
の
議
決
が
国
会

の
議
決
と
な
っ

た
。

平
成
二
十
五
年

度
特
別
会
計
予

算平
成
二
十
五
年

度
政
府
関
係
機

関
予
算

二
九　

両
院
協
議
会
一
覧
表

九
三
九


